
土 地 、 建 物 使 用 貸 借 契 約 書

貸付人函南町を甲とし、倍受人  ヒ_― マンロしス
｀
ヽ 1:長      を乙とし、乙と次の条項に

より、公有則産無償貸付契約を締結する。

(貸付物件 )

第一条

甲は、その所有する次に掲げる土地及び建物を、乙に無償で貸 し付けるものとする。

(土地)所 在地  画南町桑原子長谷戸 891-27
地  日  宅    地
地  積   815. 351ポ

(建 物)所 在地   函南町桑原字長谷戸 891-27
種 類   集  会 所
構  造   軽量鉄骨造、ス レー ト葺 、平屋建
床面積   137.681〕 r

(貸付期間 )

第二条

貸付期 間は、平成14年 lo月 1 日か ら前条の建物の存続す る期 間まで とす る。
(指定す る用途 )

第三条
,ヽ    乙は、第一条の貸付物件 (以 下 「指定用途 」 とい う。)を 集会所 として使用 し、その他の用途

には使用 しない。

(権利 の譲渡等の禁止 )

第 四条

乙は、甲の承認 を得 ないで貸付物件の使用権 を第二者に譲渡 し、当該物件 を転貸 し、又は当該

物件 の使用 目的を変更 してはな らない。

(使用上の制限 )

第五条

乙 |」 .貸 付物件 を善良な管理者 の注意をもって維持保存 しなければな らない。
2 乙は、貸付物件の現状 を変更 しようとす る ときは、事前に詳細な理 由を付 した書面をもって 甲
の承認 を求めなければな らない。

3 甲は、乙か ら前項 の請求があった ときは、遅滞な く事情 を調査 し、その申請 に対す る承認 は、
書面 によるもの とす る。

(修 繕義務等 )

第六条

甲は、貸付物件の修繕義務を負担 しないもの とし、当該物件 につ いて、維持、保存、改良そ の他
の行為 をす るために要す る経費は、すべて乙の負担 とす る。

t  (滅 失又はき損の通知 )
第七条

乙は、貸付物件 の全部又 は一部 が滅失又はき損 した場合 には、直 ちに甲にその状況 を通知 しなけ

ればな らない。

(使用上の損傷等 )

第八条

乙は、その責に帰す る事 由によ り貸付物件 を滅失又 はき損 した場合において甲が要求す るときは、

自己の負担 において現状 に回復 しなければな らない。 ただ し、当該物件の滅失又はき損が火 災によ

るもので、その原因が乙の故意又 は重要な過失 によらない場合は、 この限 りでない。 また、第一条
の貸付建物 の火災保険等 は乙が加入 し、その費用を負担す るもの とす る。

(実 地調査等 )

第九条

甲は、貸付物件 について随時実地に調査 し、スは、所要の報告 を求める事ができる。 この場合、
乙は、 この調査を拒み、妨げ、又 は報告を怠 ってはな らない。

(契 約 の解 除 )

第十条

甲は、次の各号の一に該 当す る場合は、この契約 を解除す るこ とができる。

一  乙が この契約 に定 める義務を履行 しないとき。
二 公用又は公共用 に供す るため貸付物件 を必要 とす る とき。



(貸付物件の返還 )

第十一条

貸付期間が満了した場合又は甲が前条の規定によりこの契約 を解除した場合は、乙は、貸付 |ルつ件を

甲の指定する期 日までに甲の指定する場所において甲に返還 しなければならない。

(損 害賠償 )

第十二条

乙は、その責に帰す る事由により、貸付物件の全部又は一部を滅失又はき損 した場合は、当該滅失

又は、き損にによる当該物件の損害に相当する金額を損害賠償 として甲に支払わなければならない。

2 前項に掲げる場合のほか、乙は、この契約に定める義務を履行 しないため甲に損害を与えた ときは
その損害に相当する金額を損害賠償 として甲に支払わなければならない。
3 甲が、第十条第二号の規定によ りこの契約を解除 した場合において、乙に損害が生 じたときは、乙
は、甲にその補償を請求できるものとする。

乙は、使用貸倍の期間が満了した場合にあってはその満了の 日に、この契約が解除された場合にあ

つて |ま 甲の指定する期 日までに、乙の費用で目的物件を現状に復 し、甲に返還しなければならない。

ただし、甲が承認 した場合は、この限りでない。

甲は、乙が前項の義務を履行 しないときは、目的物件を現状 に復 し、乙からその費用を徴収するこ

とができる。

(有 益費等の請求権の放棄 )

第十四条

乙は貸付期間が満了 した場合又は第十条第一号の規定によりこの契約を解除された場合において貸

付物件に投 じた改良費等の有益費、修繕費等の必要費及びその他の費用があっても、これを甲に請求

しないものとす る。

(信義則 )

第十五条

甲乙両者は、信義を重んじ誠実にこの契約を履行 しなければならない。

(質 疑等の決定 )

第十六条

この契約の各条項の解釈について質疑を生 じたとき、又はこの契約に定めのない事項につ しヽては、

甲乙協議のうえ定めるものとする。

(管 轄裁判所 )

第十七条

この契約か ら生ず る一切の法律 関係に基づく訴えについては、甲の事務所の所在地を管轄す る地方

裁判所をもって管轄裁判所 とする。

甲と乙とは、この契約の締結を証するため、本書を二通作成 し、それぞれ記名押印の うえ、その一

通 を保有する。
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甲  所  在 地 静岡県田方郡函南町仁田九番地
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